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連
合
（
髙
木
剛
会
長
）
は
四
月
一
七
日
の

中
央
執
行
委
員
会
で
、
登
録
型
派
遣
の
抜
本

見
直
し
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
「
二
〇
〇
九
年

度
連
合
の
重
点
政
策
案
」
を
確
認
し
た
。
五

月
二
七
日
の
中
央
委
員
会
で
正
式
決
定
す
る
。

一
方
、
金
属
産
業
の
労
組
で
つ
く
る
金
属
労

協
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｊ
Ｃ
、
議
長
：
加
藤
裕
治
自

動
車
総
連
会
長
）
も
四
月
二
四
日
の
常
任
幹

事
会
で
「
良
質
な
雇
用
」
の
創
出
な
ど
を
柱

と
す
る
「
二
〇
〇
八
〜
二
〇
〇
九
年
政
策
・

制
度
要
求
」
を
決
め
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、

今
後
、
実
施
す
る
省
庁
要
請
な
ど
の
諸
行
動

で
、
そ
の
実
現
を
訴
え
て
い
く
。
格
差
の
是

正
と
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
社
会
の

実
現
に
関
わ
る
部
分
を
中
心
に
紹
介
す
る
。

格
差
是
正
と
貧
困
問
題
の
解
決
に

力
点
／
連
合
の
重
点
政
策

　

連
合
の
重
点
政
策
は
、
隔
年
ご
と
に
ま
と

め
て
い
る
政
策
・
制
度
の
「
要
求
と
提
言
」

な
ど
を
踏
ま
え
、
〇
九
年
度
に
重
点
的
に
実

現
を
め
ざ
す
事
項
を
絞
り
込
ん
だ
。

　

総
論
部
分
で
は
、
景
気
拡
大
の
も
と
で
主

要
企
業
の
業
績
拡
大
が
続
く
半
面
、
民
間
労

働
者
の
賃
金
や
労
働
分
配
率
が
低
下
を
続
け

て
い
る
な
ど
と
指
摘
。
さ
ら
に
、
パ
ー
ト
や

派
遣
労
働
者
な
ど
の
非
正
規
労
働
者
や
ワ
ー

キ
ン
グ
プ
ア
、
生
活
保
護
世
帯
が
増
大
し
た

結
果
、
か
つ
て
の
中
間
層
の
二
極
化
が
進
ん

だ
実
態
な
ど
を
あ
げ
て
、「
格
差
拡
大
に
と
ど

ま
ら
ず
、
今
や
貧
困
問
題
が
重
要
な
課
題
と

な
っ
て
い
る
」
と
の
認
識
を
示
し
た
。

　

そ
の
う
え
で
、「
政
府
が
進
め
て
き
た
国
民

生
活
を
犠
牲
に
し
た
経
済
・
財
政
運
営
は
、

す
で
に
限
界
に
き
て
い
る
」
と
し
て
、
格
差

社
会
の
是
正
や
貧
困
問
題
の
解
決
、
社
会
的

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
再
構
築
な
ど
の
必
要

性
を
強
く
訴
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
雇
用
・
所
得
の
二
極
化
と
格
差
拡

大
、
貧
困
層
の
増
大
が
「
仕
事
と
生
活
の
調

和
を
困
難
に
し
て
い
る
」と
主
張
。
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
官
民
ト
ッ
プ
会
議

で
策
定
し
た
「
仕
事
と
生
活
の
調
和
」
憲
章

と
「
調
和
推
進
の
た
め
の
行
動
指
針
」
の
実

現
に
向
け
て
、
働
き
方
の
見
直
し
と
子
育
て

支
援
の
抜
本
的
な
強
化
を
求
め
て
い
る
。

派
遣
法
の
抜
本
的
な
見
直
し
を

　

各
論
の
格
差
是
正
に
向
け
た
項
目
で
は
、

①
最
低
賃
金
の
中
期
的
な
引
き
上
げ
の
推
進

②
労
働
者
保
護
の
視
点
で
の
派
遣
法
改
正
③

雇
用
の
安
定
と
能
力
開
発
④
不
当
な
差
別
の

禁
止
⑤
公
正
な
取
引
関
係
の
実
現
⑥
教
育
の

機
会
均
等
と
底
上
げ―

―

を
掲
げ
た
。
な
か

で
も
、
派
遣
法
の
改
正
に
関
し
て
は
、
登
録

型
の
非
二
六
業
務
を
禁
ず
る
等
の
抜
本
見
直

し
を
は
じ
め
、「
日
雇
い
派
遣
」
の
禁
止
や
直

接
雇
用
み
な
し
規
定
の
創
設
（
禁
止
業
務
に

派
遣
し
た
場
合
等
）、
派
遣
先
責
任
の
強
化
、

派
遣
元
企
業
の
マ
ー
ジ
ン
規
制
、
法
違
反
に

対
す
る
罰
則
の
強
化
な
ど
を
求
め
て
い
る
。

長
時
間
労
働
抑
制
策
や
育
児
・

介
護
施
策
の
拡
充
も
提
起

　
　

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
社
会
の
実

現
に
つ
い
て
は
、
長
時
間
労
働
抑
制
の
一
策

と
し
て
の
時
間
外
法
定
割
増
率
の
引
き
上
げ

（
時
間
外
五
〇
％
、
休
日
一
〇
〇
％
）
や
、

時
間
外
労
働
限
度
基
準
の
あ
り
方
の
検
討
な

ど
を
盛
り
込
ん
だ
労
働
基
準
法
の
改
正
を
提

起
。
雇
用
・
就
労
形
態
に
関
わ
ら
ず
、
均
等

待
遇
や
最
低
賃
金
な
ど
の
法
整
備
を
行
う
こ

と
も
要
求
す
る
。

　

さ
ら
に
、
育
児
・
介
護
関
連
で
は
、
休
業

や
短
時
間
勤
務
制
度
の
拡
充
、
本
人
の
選
択

を
前
提
と
す
る
勤
務
の
柔
軟
化
な
ど
の
就
労

環
境
の
整
備
を
主
張
。
児
童
手
当
や
育
児
休

業
給
付
の
拡
充
、
子
育
て
世
帯
へ
の
民
間
賃

貸
住
宅
提
供
な
ど
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
措

置
の
強
化
と
、
総
合
的
な
次
世
代
育
成
支
援

確
立
の
た
め
の
「
子
育
て
基
金
」（
仮
称
）
の

創
設
な
ど
の
支
援
策
を
打
ち
出
し
た
。「
保

育
を
希
望
す
る
」
す
べ
て
の
子
を
受
け
入
れ

る
よ
う
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
拡
充
す
る
と
と
も

に
、
介
護
保
険
制
度
や
地
域
医
療
な
ど
生
活

イ
ン
フ
ラ
の
公
的
整
備
の
促
進
も
訴
え
て
い

く
。

　

な
お
、
連
合
は
重
点
政
策
の
な
か
で
、「
労

働
組
合
や
組
合
員
へ
の
影
響
が
特
に
大
き
く
、

幅
広
い
展
開
を
行
っ
て
実
現
を
め
ざ
す
も

の
」
を
最
重
点
運
動
課
題
と
位
置
づ
け
て
い

る
。
今
回
は
前
述
の
労
働
者
派
遣
法
改
正
の

実
現
や
、
長
時
間
労
働
の
抑
制
な
ど
に
よ
る

働
き
方
の
見
直
し
、
ジ
ョ
ブ
カ
ー
ド
の
活
用

に
よ
る
非
正
規
か
ら
正
規
へ
の
雇
用
転
換
な

ど
を
最
重
点
課
題
に
据
え
て
い
る
。

「
良
質
な
雇
用
」
と
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
が
課
題

／
金
属
労
協

　

他
方
、
Ｊ
Ｃ
の
政
策
・
制
度
要
求
は
、
連

合
と
の
重
複
を
避
け
、
も
の
づ
く
り
・
金
属

産
業
で
働
く
者
の
観
点
で
策
定
し
た
。
要
求

は
「
も
の
づ
く
り
を
中
核
に
据
え
た
国
づ
く

り
」「
世
界
最
先
端
の
環
境
対
応
」「
政
府
は
政

府
の
な
す
べ
き
仕
事
に
特
化
」「
良
質
な
雇
用

の
創
出
と
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の

実
現
」
の
四
つ
の
柱
か
ら
成
る
。

　

前
段
で
、
経
済
・
社
会
の
現
状
を
「
〇
二

年
春
以
降
、
長
期
に
わ
た
っ
て
景
気
回
復
が

続
い
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
成
長
成
果

が
国
民
全
体
に
適
正
に
配
分
さ
れ
て
お
ら
ず
、

一
部
で
は
生
活
水
準
の
底
割
れ
と
も
い
え
る

状
況
が
発
生
し
て
お
り
、
所
得
・
資
産
・
教

育
の
格
差
拡
大
と
階
層
の
固
定
化
が
懸
念
さ

れ
る
」
と
指
摘
。
所
得
税
の
最
高
税
率
の
引

き
下
げ
や
、
い
わ
ゆ
る
「
恒
久
的
減
税
」
の

廃
止
、
社
会
保
障
の
保
険
料
の
引
き
上
げ
な

ど
中
・
低
所
得
層
の
負
担
が
増
大
し
て
い
る

こ
と
に
も
触
れ
、「
格
差
拡
大
に
拍
車
を
か
け

る
結
果
に
な
っ
た
」
な
ど
と
分
析
し
て
い
る
。

　

そ
の
う
え
で
、「
最
近
で
は
、
格
差
拡
大
の

階
層
の
固
定
化
を
懸
念
す
る
声
も
高
ま
っ
て

き
て
い
る
」
と
主
張
。
最
低
賃
金
法
の
改
正

と
法
定
最
低
賃
金
の
水
準
引
き
上
げ
、
パ
ー

ト
労
働
法
の
改
正
、
偽
装
請
負
の
摘
発
強
化
、

新
卒
者
の
正
社
員
採
用
の
拡
大
、
非
正
社
員

ト
ピ
ッ
ク
ス

政
策
要
求

1

連
合
は
格
差
と
貧
困
問
題
、金
属
労
協
は「
良
質
な
雇
用
の
創
出
」を
重
点
に
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の
正
社
員
化
な
ど
を
列
挙
し
、「
社
会
的
な
意

識
は
徐
々
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
」
と
の
見

解
を
示
す
一
方
で
、
非
正
社
員
に
つ
い
て
は

「
依
然
と
し
て
活
用
の
動
き
自
体
が
止
ま
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
正
社
員
化
も
ご
く
限
ら

れ
た
範
囲
に
な
っ
て
い
る
」「
非
正
社
員
と
し

て
の
働
き
方
は
、
自
ら
の
意
思
に
反
し
て
非

正
社
員
と
し
て
の
雇
用
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
」
な
ど
と
指
摘
し

て
、「
わ
が
国
全
体
と
し
て
、
格
差
問
題
の
抜

本
的
な
解
決
に
向
け
て
、
大
き
く
舵
を
切
っ

た
と
は
言
え
な
い
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。

欠
か
せ
な
い
労
使
対
等
性
の
確
保

　

こ
う
し
た
現
状
認
識
を
踏
ま
え
た
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
に
向
け
た

対
応
で
は
、
ま
ず
、「
市
場
経
済
を
公
正
・
有

効
に
機
能
さ
せ
、
持
続
可
能
な
成
長
を
果
た

し
て
い
く
た
め
に
は
、
市
場
参
加
者
の
対
等

性
が
不
可
欠
」
と
し
て
、
労
使
対
等
性
の
確

保
を
求
め
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、
労
働
法
制
の
見
直
し
や
新

た
な
労
働
法
制
の
立
法
に
際
し
て
は
、
労
基

法
第
一
条
（
労
働
関
係
の
当
事
者
は
、
労
働

条
件
の
向
上

を
図
る
よ
う

に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
）、
第
二

条
（
労
働
条

件
は
、
労
働

者
と
使
用
者

が
対
等
の
立

場
に
お
い
て

決
定
す
べ
き

も
の
で
あ

る
）、
労
働

契
約
法
第
三

条
（
労
働
契

約
は
、
労
働

者
及
び
使
用

者
が
対
等
の

立
場
に
お
け

る
合
意
に
も

と
づ
い
て
締

結
し
、
ま
た

は
変
更
す
べ

き
も
の
と
す

る
。
労
働
契

約
は
、
労
働

者
及
び
使
用
者
が
仕
事
と
生
活
の
調
和
に
も

配
慮
し
つ
つ
締
結
し
、
ま
た
は
変
更
す
べ
き

も
の
と
す
る
）
の
趣
旨
を
厳
守
し
て
「
勤
労

者
の
立
場
や
権
利
を
弱
体
化
さ
せ
た
り
、
労

働
条
件
の
引
き
下
げ
に
つ
な
が
る
よ
う
な
見

直
し
は
行
わ
な
い
」
よ
う
求
め
た
ほ
か
、
労

働
基
準
監
督
行
政
の
統
一
対
応
の
徹
底
や
、

学
校
教
育
に
お
け
る
労
働
法
と
労
組
の
経
済

的
・
社
会
的
意
義
に
関
す
る
教
育
の
強
化
な

ど
も
あ
げ
て
い
る
。

「
二
重
の
不
安
定
」
に
お
か
れ
る

労
働
者
へ
の
対
応
も

　

労
働
法
制
の
整
備
や
労
働
行
政
の
展
開
に

あ
た
っ
て
は
、「
良
質
な
雇
用
」
の
創
出
と
格

差
是
正
を
そ
の
柱
と
し
た
。
Ｊ
Ｃ
の
主
張
す

る
「
良
質
な
雇
用
」
と
は
、
上
図
の
要
件
を

ク
リ
ア
す
る
働
き
方
。「
ど
の
よ
う
な
働
き

方
・
生
き
方
で
あ
っ
て
も
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
が
実
現
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
の
観
点
に
立
っ
て
、
と
く
に

『
良
質
な
雇
用
』
の
実
現
に
力
を
注
ぎ
、
育

児
支
援
に
取
り
組
む
」
と
強
調
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
短
期
雇
用
契
約
で
、
か
つ
間
接

雇
用
の
「
二
重
の
不
安
定
」
の
状
態
に
お
か

れ
て
い
る
請
負
や
登
録
型
派
遣
労
働
者
な
ど

に
つ
い
て
は
、「
勤
労
者
の
将
来
に
わ
た
る
安

定
的
な
生
活
設
計
が
不
可
能
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、
労
使
対
等
性
を
確
保
し
づ
ら
く
、
結

果
と
し
て
勤
労
者
の
権
利
の
確
保
、
同
一
価

値
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
の
実
現
が
困
難

だ
」
と
し
て
、間
接
雇
用
の
場
合
に
は
請
負
・

派
遣
元
企
業
に
お
い
て
正
社
員
で
あ
る
こ
と

を
原
則
と
す
る
制
度
設
計
を
行
う
な
ど
の
制

限
を
加
え
る
と
と
も
に
、
間
接
雇
用
の
直
接

雇
用
と
の
均
等
・
均
衡
待
遇
の
あ
り
方
を
政

府
と
し
て
検
討
す
る
よ
う
求
め
て
い
く
。

　

こ
の
ほ
か
、
昨
年
三
月
、
国
会
に
提
出
さ

れ
、
そ
の
後
継
続
審
議
に
な
っ
て
い
る
労
基

法
の
改
正
案
に
関
し
て
も
、「
時
間
外
労
働
に

か
か
わ
る
割
増
率
賃
金
に
つ
い
て
、
過
重
な

時
間
外
労
働
の
抑
制
に
寄
与
す
る
よ
う
、
さ

ら
に
内
容
を
強
化
し
、
成
立
を
図
る
こ
と
」

を
め
ざ
す
。

新
規
要
求
で「
ひ
と
り
親
」の
支
援
も

　

一
方
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の

も
う
一
つ
の
重
点
課
題
で
あ
る
育
児
支
援
に

つ
い
て
は
、
保
育
所
や
学
童
保
育
の
拡
充
を

求
め
る
と
と
も
に
、
新
規
要
求
と
し
て
「
ひ

と
り
親
」
へ
の
支
援
を
打
ち
出
し
た
。

　

厚
生
労
働
省
の
「
全
国
母
子
世
帯
等
調
査

（
〇
六
年
）」
に
よ
る
と
、「
技
能
工
・
生
産

工
程
及
び
労
務
」
の
仕
事
を
し
て
い
る
ひ
と

り
親
の
比
率
は
、
母
親
が
九
・
八
％
、
父
親

が
二
四
・
七
％
で
、
全
体
平
均
（
女
性
一
九
・

一
％
、
男
性
三
四
・
八
％
）
を
大
き
く
下
回

る
。そ
こ
で
、「
厚
労
省
で
実
施
し
て
い
る『
母

子
家
庭
の
母
の
就
業
支
援
企
業
』
の
表
彰
を

も
っ
と
大
々
的
に
や
っ
て
も
ら
う
な
ど
、
ひ

と
り
親
が
安
心
し
て
働
け
、
子
育
て
で
き
る

環
境
整
備
を
促
進
す
る
よ
う
な
啓
発
活
動
を

進
め
た
い
」（
浅
井
茂
利
政
策
局
次
長
）
と
し

て
い
る
。
そ
の
際
に
は
、「
ひ
と
り
親
は
、
残

業
や
休
日
出
勤
が
難
し
い
な
ど
の
制
約
が
あ

る
が
、
そ
う
し
た
人
を
職
場
に
迎
え
て
も
、

他
の
人
が
残
業
な
ど
を
被
る
こ
と
な
く
働
け

る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
で
、

全
体
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
つ

な
げ
た
い
」
と
い
う
。

　

な
お
、
現
在
、
母
子
世
帯
が
対
象
の
中
心

と
な
っ
て
い
る
国
や
地
方
公
共
団
体
の
支
援

策
に
つ
い
て
も
、
母
子
世
帯
、
父
子
世
帯
と

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
同
等
の

支
援
を
展
開
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

（
調
査
・
解
析
部
）

「良質な雇用」の要件

○雇用形態としては、
　・長期安定雇用を基本的に維持しつつ、雇用の移動が勤労者にとって不利にならない
 　　「ヒューマンな長期安定雇用」を基本とした、フルタイム正社員、短時間正社員。
　・期間従業員、契約社員、パート・アルバイトなど正社員以外の雇用の場合には、
　①あくまで勤労者本人の希望によって、そうした雇用形態であること。
　②同一価値労働同一賃金の原則に則った正社員との均等・均衡待遇が図られていること。
　③一定期間後に本人が望んだ場合には、正社員への転換が図られること。

○労働・雇用の分野こそ、ＣＳＲ（企業の社会的責任）の中心的分野であり、「良質な雇用」は、
　賃金・労働条件、職場環境、働き方、仕事の進め方などにおいて、ＣＳＲの観点を満たす
　ものであること。

○労働時間については、
　①残業や休日出勤が過重ではなく、家庭生活やその他のプライベートな活動、地域活動を
　　健全に営めるものであること。
　②年次有給休暇や各種の休暇、休業が完全に取得できること。
　③そのための適正な要員管理がなされていること。

○少なくともわが国の経済力に相応しい生活水準を維持できる賃金が確保され、わが国
　全体の成長成果が勤労者に広く行きわたること。

○職場の安全衛生と勤労者の健康の確保に関し、企業としての義務が果たされ、快適な
　職場環境が常に追求されていること。

○ＯＪＴだけでなく、適切な能力開発が行われること。

○中核的労働基準（団結権・結社の自由、児童労働の不使用、強制労働の不使用、
　差別の撤廃）が実効的に確保されていること。

など




